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第
五
回
定
側
会
［鋼士
肩
九
日
，
士
一月
十
九
旦
樹
要

政
治
改
革
意
見
書
可
決

平
成
四
年
第
五
回
小
浜
市
議
会

定
例
会
が
十
二
月
九
日
に
招
集
さ

れ
、

会
期
を
十
二
月
十
九
日
ま
で

の
十

一
日
間
と
決
定
し
、

直
ち
に

審
議
に
入
り
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
「平
成
二
年
度

小
浜
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て
」
な
ど
の
認
定

案
件
十
三
件
、
「平
成
四
年
度
小
浜

市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
四
号
と

な
ど
の
議
案
二
十
件
が
上
程
さ
れ

ま
し
た
。

初
日
の
九
日
は
、

ま
ず
、

閉
会

中
の
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
ま
し

た
認
定
案
件
十
二
件
に
つ
い
て
、

決
算
特
別
委
員
長
か
ら
審
査
の
経

過
、

結
果
が
報
告
さ
れ
、

質
疑
、

討
論
、

採
決
が
行
わ
れ
、

原
案
ど

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
「佐
川
急
便
疑
惑
の
全

容
解
明
と
政
治
改
革
の
早
期
実
現

を
求
め
る
意
見
書
」
案
が
提
出
さ

れ
、

全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
後
、
「財
産
の
取
得
に
つ
い

て
」
の
議
案

一
件
が
上
程
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、

原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
「平
成
四
年
度
小
浜

市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
四
号
ｙ

な
ど
議
案
十
八
件
が
提
出
さ
れ
、

提
案
理
由
の
説
明
、

質
疑
の
後
、

そ
れ
ぞ
れ
所
管
の
委
員
会
に
付
託

さ
れ
る
と
と
も
に
、

陳
情
五
件
に

つ
い
て
も
、

所
管
の
委
員
会
に
付

託
さ
れ
ま
し
た
。

翌
十
日
か
ら
十
三
日
ま
で
を
休

会
と
し
、

十
四
日
に
本
会
議
を
再

開
し
ま
し
た
。

十
四
、

十
五
の
両
日
は
、

七
議

員
が
市
政
各
般
に
つ
い
て
、

理
事

者
側
に
対
し

一
般
質
問
を
行
い
ま

し
た
。

（
一
般
質
問
ハ
イ
ラ
イ
ト
は

別
記
の
と
お
り
）

翌
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
を

休
会
と
し
、

十
九
日
に
本
会
議
を

再
開
。

は
じ
め
に
、

陳
情

一
件
を
閉
会

中
の
継
続
審
査
と
決
定
し
、

続
い

て
、

総
務
、

建
設
、

産
業
経
済
、

教
育
民
生
の
各
常
任
委
員
長
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
付
託
議
案

，
陳
情
に

つ
い
て
の
審
査
経
過
、

結
果
が
報

告
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
、

各
委
員
長
報
告
に
対

す
る
質
疑
、

討
論
、

採
決
が
行
わ

れ
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

続
い
て
、

教
育
民
生
常
任
委
員

長
か
ら

「義
歯
に
対
す
る
歯
科
保

険
医
療
制
度
の
改
善
を
求
め
る
意

見
書
」
、

総
務
常
任
委
員
長
か
ら

「
二
兆
円
規
模
の
所
得
減
税
等
を

求
め
る
意
見
書
」
が
そ
れ
ぞ
れ
提

出
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、

全
会

一

致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、

関
係
機

関
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
し
ま

し
た
。

次
に
、
「財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」

の
議
案
が
上
程
さ
れ
、

提
案
理
由

の
説
明
、

採
決
の
結
果
、

原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
「収
入
役
の
選
任
に
つ

い
て
」
の
人
事
条
件
が
提
出
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、

全
会

一
致
で
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、

付
議
さ
れ
ま

し
た
事
件
を
全
て
議
了
し
、

平
成

四
年
第
五
回
小
浜
市
議
会
定
例
会

を
閉
会
し
ま
し
た
。

レ

設

本会議

会期決定、決算特別委員長報

告、質疑、討論、採決、議案

(予算、条71」)上程、質疑、委

員会付託、意見書案上程、採

決、議案上程、採決

本会議

常任委員長報告、質疑、討論

採決、意見書案上程、採決

議案 (その他)上 程、採決

議案 (人事)上 程、採決

本会議 (一般質問)

本会議

(一般質問、委員会審査)

休 会 (委員会審査)

休 △
‐

休 △
‐



― 市議会だより

12月定例会の一般質問は、12月14日、15日の

両日に行われ、石橋議員、柏子議員、岡尾議員、

同議員、宮崎議員、石野議員、浜岸議員の 7議

員が、市政各般にわたり質問を行いました。

(質問と答弁の主な要旨は次のとおり)

辻
市
長
二
期
目
の
初
め
て

の
当
初
予
算
で
あ
る
平
成

五
年
度
予
算
の
骨
子
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

①
日
玉
と
な
る
事
業
は
ど
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
の
か
。

②
大
型
事
業
に
つ
い
て
、

完
了
、

継
続
、

着
工
、

企
画
し
て
い
く
と

し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

③
平
成
四
年
度
の
区
長
要
望
は
、

六
二
四
件
で
て
い
る
が
、

平
成
五

年
度
で
は
ど
の
よ
う
に
消
化
し
て

い
く
の
か
。

④
市
政
の
柱
で
あ
る
健
康
行
政
は
、

ど
の
よ
う
な
方
針
で
の
ぞ
ま
れ
る

の
か
。

⑤
不
況
対
策
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
配
慮
を
さ
れ
る
の
か
。

Ａ
Ａ
一
岬

つ 成
晦
神
雌
初

頭
憾
輛
餓

等
に
よ
り

一
段
と
厳
し
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
が
、

最
少
の
コ
ス
ト

で
最
大
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
が
で
き

る
よ
う
全
力
を
傾
注
す
る
。

①
長
寿
健
康
の
さ
と
公
園
、

小
浜

市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
建
設
、

公
立
小
浜
病
院
の
整
備
な
ど
が
あ

Ｚ
Ｏ

。
②
今
年
度
完
了
の
事
業
と
し
て
、

白
家
再
開
発
、

甲
ヶ
崎
農
業
集
落

排
水
、

泊
漁
業
集
落
排
水
な
ど
の

事
業
が
あ
る
。

継
続
事
業
と
し
て
は
、

長
寿
健

【認
定
】

認
定
第
１
号

認
定
第
２
号

認
定
第
３
号

認
定
第
４
号

認
定
第
５
号

認
定
第
６
号

認
定
第
７
号

認
定
第
８
号

認
定
第
９
号

認
定
第
１０
号

認
定
第
１１
号

認
定
第
１２
号

認
定
第
略
号

【議
乗
】

議
案
第
９‐
号

議
案
第
９２
号

議
案
第
９３
号

議
案
第
９４
号

議
案
第
９５
号

平
成
３
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
加
斗
財
産
区
運
営
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
老
人
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
南
川
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
国
民
宿
舎
及
び
小
浜
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
３
年
度
小
浜
市
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
４
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
４
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
２
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
加
斗
財
産
区
運
営
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
１
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
２
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（第
２
号
）

市
　
長

〃〃″″〃  〃

原
案
承
認

″″〃″″〃〃〃″″″〃

原
案
可
決

〃〃″〃



市議会だよリ ーー

康
の
さ
と
公
園
、

公
共
下
水
道
、

水
道
第
二
期
拡
張
、

南
川
大
橋
、

企
業
団
地
造
成
、

西
津
東
部
地
区

区
画
整
理
事
業
な
ど
が
あ
る
。

新
年
度
以
降
の
も
の
と
し
て
は
、

琵
琶
湖

・
若
狭
湾
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ

ン
建
設
と
Ｊ
Ｒ
小
浜
線
電
化
促
進
、

近
畿
自
動
車
道
敦
賀
線
の
実
現
、

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
検
討
、

ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
の
建
設
な
ど
が
あ
る
。

③
区
長
要
望
に
つ
い
て
は
、

平
成

四
年
度
分
が
現
在
集
計
中
で
あ
り

三
年
度
分
の
処
理
率
で
は
、

全
体

の
三
七

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。

新
年
度
予
算
の
中
で
、

で
き
る

限
り
要
望
を
反
映
し
て
い
き
た
い
。

④
平
成
五
年
度
は
、

保
健
福
祉
サ

ー
ビ
ス
対
策
の
計
画
策
定
の
年
で

あ
り
、

重
点
事
項
と
し
て
、

健
康

に
つ
い
て
の
教
育
活
動
の
展
開
、

容
易
に
受
診
で
き
る
検
診
体
制
の

充
実
、

保
健
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
の
人
材
の
確
保
、

健
康
管

理
セ
ン
タ
ー
の
整
備
充
実
、

公
立

小
浜
病
院
の
改
築
助
成
、

国
民
健

康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
な
ど

を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

⑤
本
市
で
は
、

中
小
企
業
に
対
す

る
振
興
資
金
融
資
制
度
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、

経
営
の
安
定
と
体

質
強
化
の
た
め
の
支
援
を
し
て
い

き
た
い
。

小
浜
駅
周
辺
整
備
に
つ
い

て
は
、

以
前
に
都
市
計
画

課
が
窓
日
と
な
っ
て
研
究
会
が
発

足
し
た
が
、

そ
の
後
の
状
況
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

ま
た
、

整
備
に
伴
う
用
地
に
つ

い
て
、

先
行
取
得
と
い
っ
た
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
か
。

平
成
二
年
度
及
び
三
年
度

に
お
い
て
、

小
浜
駅
の
周

辺
整
備
を
目
的
と
し
て
、

基
本
計

画
の
策
定
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ

で
あ
る
。

内
容
的
に
は
、

周
辺
地
権
者
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
、

導
入
機
能
の

検
討
、

街
路
網

。
公
共
施
設
の
整

備
、

景
観
形
成
な
ど
を
検
討
し
た
。

こ
の
結
果
、

課
題
と
し
て
駅
周

辺
整
備
に
対
す
る
合
意
、

短
期
的

な
対
応
策
の
具
体
化
、

土
地
区
画

整
理
事
業
の
推
進
と
事
業
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
確
立
な
ど
が
必
要
。

今
後
、

近
敦
線
の
ル
ー
ト
決
定
、

琵
琶
湖

・
若
狭
湾
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ

ン
の
建
設
に
合
わ
せ
、

平
成
七
年

度
以
降
に
具
体
的
な
測
量
調
査
を

行
い
た
い
。

用
地
の
先
行
取
得
に
つ
い
て
は
、

非
常
に
至
難
で
あ
る
が
、

整
備
の

た
め
の
計
画
に
基
づ
い
て
、

地
権

者

へ
の
説
明
会
等
を
開
い
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
９６
号

議
案
第
９７
号

議
案
第
９８
号

議
案
第
９９
号

議
案
第
１００
号

議
案
第
１０１
号

議
案
第
１０２
号

議
案
第
１０３
号

議
案
第
皿
号

議
案
第
１０５
号

議
案
第
１０６
号

議
案
第
１０７
号

議
案
第
１０８
号

議
案
第
‐０９
号

議
案
第
１１０
号

議
案
第
‐１１
号

【陳
情
】

陳
情
第
３
号

陳
情
第
４
号

陳
情
第
５
号

陳
情
第
６
号

陳
情
第
７
号

【意
見
書
】

意
見
書
案
第
６
号

意
見
書
案
第
７
号

意
見
書
案
第
８
号

平
成
４
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（第
４
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
３
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（第
２
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
西
津
東
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（第
１
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

平
成
４
年
度
小
浜
市
国
民
宿
舎
及
び
小
浜
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
事

業
会
計
補
正
予
算
（第
１
号
）

平
成
４
年
度
小
浜
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（第
３
号
）

小
浜
市

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ

い
て

小
浜
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ

い
て

小
浜
市
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

小
浜
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

号
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

小
浜
漁
港
区
域
内
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て

小
浜
市
道
路
線
の
認
定
、変

更
及
び
廃
止
に
つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

収
入
役
の
選
任
に
つ
い
て

東
勢
集
落
セ
ン
タ
ー
の
改
築
に
つ
い
て

老
齢
者
福
祉
手
当
等
の
受
給
に
つ
い
て

民
間
医
療
機
関
の
固
定
資
産
税
非
課
税
の
制
度
化
に
つ
い
て

義
歯
に
対
す
る
歯
科
保
険
医
療
制
度
の
改
善
に
つ
い
て

景
気
浮
揚
の
た
め
の
２
兆
円
規
模
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
減
税
ほ
つ
い
て

佐
川
急
便
疑
惑
の
全
容
解
明
と
政
治
改
革
の
早
期
実
現
を
求
め
る

意
見
書

義
歯
に
対
す
る
歯
科
保
険
医
療
制
度
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

２
兆
円
規
模
の
所
得
減
税
等
を
求
め
る
意
見
書
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